
介護保険の流れ
介護保険対象者

第１号被保険者

第２号被保険者

介護保険の利用手続きとサービス内容

●寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態（要介護状態）の方
●常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な
　状態（要支援状態）の方

●初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状
態や要支援状態となった方（1.がん（医師が一般に認められている医学的知見
に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。） 2.関節リ
ウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.
初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパ
ーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 
10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿
病性網膜症 13. 脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症） 

65才以上の方

40 才以 上65 才
未満の医療保険
に加入している方

●認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることができます。
●但し、認定結果が“自立”と判定された場合には全額自己負担となります。

要 介 護 認 定

非 該 当 要介護1～5要支援1・2

総合事業 介護給付予防給付

●介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防福祉用具貸与・
  販売・住宅改修 など

●地域密着型介護予防
　サービス

・介護予防小規模多機能型
 居宅介護
・介護予防認知症対応型
  通所介護 など

●介護予防・生活支援
　サービス事業

・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援
  サービス

●一般介護
　予防事業

（※すべての高齢者が
利用可能）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション
  活動支援事業 など

●施設サービス
・介護老人福祉
  施設（特養）※
・介護老人保健
  施設
・介護医療院

※原則要介護3以上

●お住まいの市区町村窓口、又は地域包括支援センター・
　指定居宅介護支援事業者にご相談ください。

●専門の調査員が訪問して、ご利用者の
　心身の状態などをお聞きします。

●保健・医療・福祉の専門家などが、訪問調査の
　結果と主治医の意見をもとに審査します。

介護認定の申請1
訪問調査2
介護認定審査会が
行われます。3

在宅サービスの利用限度額 自己負担の上限額(高額介護サービス費)
要 介 護 度

要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

利 用 限 度 額（1ヵ月）

50,320円
１０5,31０円
１６7,650円
１９7,050円
２70,480円
３０9,380円
３62,170円

●限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった
費用の1割（2割・3割）が自己負担となります。

●介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
●限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負

担となります。

福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具が貸し出されます。

機 能 又 は 構 造 等種　目
※平成28年4月改正版

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
※平成27年4月より、「介助式電動車いす」が普通型電動車いすの範囲に含まれることになりました。(1)車いす

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有
するもの
①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
②床板の高さが無段階に調整できる機能

次のいずれかに該当するものに限る。
①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造
により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。）

(2)車いす付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。(4)特殊寝台付属品

取付けに際し工事を伴わないものに限る。(7)手すり
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。(8)スロープ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。(10)歩行補助つえ
認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの(11)認知症老人徘徊感知機器

(9)歩行器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの
に限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。(6)体位変換器

(5)床ずれ防止用具

(3)特殊寝台

(12)移動用リフト
　　（つり具の部分を除く）

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有
するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの（交換可能部分（レシー
バー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者
が容易に交換できるものをいう。）を除く。）。

(13)自動排泄処理装置

●月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の１割（2割・3割）が自己負担となります。（用具の種類、事業者によってレンタル料は異なります）（※P6参照）
※本カタログ記載の情報は令和5年12月時点の内容となっており、令和6年4月の制度改正情報を含んでおりません。

居宅サービス
のケアプラン

介護予防サービス
のケアプラン介護予防ケアマネジメント

●在宅サービス
・訪問看護
・福祉用具貸与・
  販売・住宅改修 など

●地域密着型
   サービス

・小規模多機能型
  居宅介護
・認知症対応型
  通所介護 など

区　分
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
課税所得690万円(年収約1,160万円)～
課税所得380万円(年収約770万円)以上
課税所得380万円(年収約770万円)未満

・老齢年金受給の方
・前年の公的年金等収入金額と合計所得
金額の合計が80万円以下の方等

世帯全員が
市町村民税非課税

市町村民税課税世帯

生活保護を受給している方等

上限額（月額）
140,100円

93,000円

44,400円

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

15,000円(個人)

24,600円

※令和3年8月改正
●支払った自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしく

みになっています。
●医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申

請ができます。

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれ
かに該当するものに限る。
①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
※平成28年4月より、自動制御等の機能（上り坂ではアシスト、下り坂では制御、坂道の横断では片流れ防止及びつまずき等による急発進防止の機能）
   が付加された歩行器も対象となりました。

介護保険制度利用について 在宅サービス

福祉用具貸与サービス
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介護保険の流れ
介護保険対象者

第１号被保険者

第２号被保険者

介護保険の利用手続きとサービス内容

●寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態（要介護状態）の方
●常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な
　状態（要支援状態）の方

●初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状
態や要支援状態となった方（1.がん（医師が一般に認められている医学的知見
に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。） 2.関節リ
ウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.
初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパ
ーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 
10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿
病性網膜症 13. 脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症） 

65才以上の方

40 才以 上65 才
未満の医療保険
に加入している方

●認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることができます。
●但し、認定結果が“自立”と判定された場合には全額自己負担となります。

要 介 護 認 定

非 該 当 要介護1～5要支援1・2

総合事業 介護給付予防給付

●介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防福祉用具貸与・
  販売・住宅改修 など

●地域密着型介護予防
　サービス

・介護予防小規模多機能型
 居宅介護
・介護予防認知症対応型
  通所介護 など

●介護予防・生活支援
　サービス事業

・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援
  サービス

●一般介護
　予防事業

（※すべての高齢者が
利用可能）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション
  活動支援事業 など

●施設サービス
・介護老人福祉
  施設（特養）※
・介護老人保健
  施設
・介護医療院

※原則要介護3以上

●お住まいの市区町村窓口、又は地域包括支援センター・
　指定居宅介護支援事業者にご相談ください。

●専門の調査員が訪問して、ご利用者の
　心身の状態などをお聞きします。

●保健・医療・福祉の専門家などが、訪問調査の
　結果と主治医の意見をもとに審査します。

介護認定の申請1
訪問調査2
介護認定審査会が
行われます。3

在宅サービスの利用限度額 自己負担の上限額(高額介護サービス費)
要 介 護 度

要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

利 用 限 度 額（1ヵ月）

50,320円
１０5,31０円
１６7,650円
１９7,050円
２70,480円
３０9,380円
３62,170円

●限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった
費用の1割（2割・3割）が自己負担となります。

●介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
●限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負

担となります。

福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具が貸し出されます。

機 能 又 は 構 造 等種　目
※平成28年4月改正版

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
※平成27年4月より、「介助式電動車いす」が普通型電動車いすの範囲に含まれることになりました。(1)車いす

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有
するもの
①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
②床板の高さが無段階に調整できる機能

次のいずれかに該当するものに限る。
①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造
により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。）

(2)車いす付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。(4)特殊寝台付属品

取付けに際し工事を伴わないものに限る。(7)手すり
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。(8)スロープ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。(10)歩行補助つえ
認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの(11)認知症老人徘徊感知機器

(9)歩行器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの
に限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。(6)体位変換器

(5)床ずれ防止用具

(3)特殊寝台

(12)移動用リフト
　　（つり具の部分を除く）

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有
するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの（交換可能部分（レシー
バー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者
が容易に交換できるものをいう。）を除く。）。

(13)自動排泄処理装置

●月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の１割（2割・3割）が自己負担となります。（用具の種類、事業者によってレンタル料は異なります）（※P6参照）
※本カタログ記載の情報は令和5年12月時点の内容となっており、令和6年4月の制度改正情報を含んでおりません。

居宅サービス
のケアプラン

介護予防サービス
のケアプラン介護予防ケアマネジメント

●在宅サービス
・訪問看護
・福祉用具貸与・
  販売・住宅改修 など

●地域密着型
   サービス

・小規模多機能型
  居宅介護
・認知症対応型
  通所介護 など

区　分
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
課税所得690万円(年収約1,160万円)～
課税所得380万円(年収約770万円)以上
課税所得380万円(年収約770万円)未満

・老齢年金受給の方
・前年の公的年金等収入金額と合計所得
金額の合計が80万円以下の方等

世帯全員が
市町村民税非課税

市町村民税課税世帯

生活保護を受給している方等

上限額（月額）
140,100円

93,000円

44,400円

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

15,000円(個人)

24,600円

※令和3年8月改正
●支払った自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしく

みになっています。
●医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申

請ができます。

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれ
かに該当するものに限る。
①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
※平成28年4月より、自動制御等の機能（上り坂ではアシスト、下り坂では制御、坂道の横断では片流れ防止及びつまずき等による急発進防止の機能）
   が付加された歩行器も対象となりました。

介護保険制度利用について 在宅サービス

福祉用具貸与サービス

4

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

2
0
2
4
.0
2
.1
4
（
1
0
:5
2
:4
4
）　
　
0
0
3
-0
0
4
_
共
通



5

軽度者等に対する福祉用具貸与の判断について

要支援1・2、要介護1種　目 要介護2～3 要介護4～5

○

×例外あり※

×例外あり※

○

○

×例外あり※

○

○

○

特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品
床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器

手すり・歩行器・歩行補助つえ・スロープ・自動排泄処理
装置（尿のみを自動的に吸引する機能のもの）

自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。
　また、下記のⅠ～Ⅲの状態に該当する者も、ア～ウの確認を得ることで例外として認められるようになりました。

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸し出されます。

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に
よって、  頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者

（例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で
定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者

（例：がん末期の急速な状態悪化）
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の
回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する
と判断できる者

（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥
性肺炎の回避）

Ⅰ

 
Ⅱ

 
Ⅲ

ア　医師の医学的な所見に基づき判断され

イ　サービス担当者会議等を通じた適切
なマネジメントにより福祉用具貸与が
特に必要である旨が判断されている
ことを

ウ　市町村が書面等確実な方法により確
認すること

福祉用具が必要な状態像 該当者の確認方法

（★）については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報及び、福祉用具専門相談員などが参加する、サービス担当者会議
等を通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。

●例外として使用が認められる判断基準
使用ができる状態像福祉用具の種類

（１）車いす及び車いす付属品

基本調査の結果

●日常的に歩行が困難な者

●日常生活範囲における移動の支援が特
に必要と認められる者（★）

基本調査1-7「歩行」→「3.できない」

★基本調査結果なし

（２）特殊寝台及び特殊寝台付属品 ●日常的に起きあがりが困難な者
●日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-4「起き上がり」→「3.できない」
基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」

（６）自動排泄処理装置　 ●排便が全介助を必要とする者
●移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-6「排便」→「4.全介助」
基本調査2-1「移乗」→「4.全介助」

（５）移動用リフト 
　　（つり具の部分を除く）

基本調査3-1「意思の伝達」→「1.調査対象者が意
見を他者に伝達できる」以外又は3-2～3-7のいず
れか「2.できない」又は3-8～4-15のいずれか「1.
ない」以外その他、主治医意見書において、認知症
の症状がある旨が記載されている場合も含む

（３）床ずれ防止用具及び体位変換器

（４）認知症老人徘徊感知機器

●日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」

基本調査2-2「移動」→「4.全介助」以外

（厚生労働省資料より抜粋）

★基本調査結果なし

●意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解
のいずれかに支障がある者

●移動において全介助を必要としない者

次のいずれかに該当する者

次のいずれにも該当する者

次のいずれかに該当する者

次のいずれかに該当する者

次のいずれにも該当する者

●日常的に立ち上がりが困難な者

●移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

●生活環境において段差の解消が必要と
　認められる者（★）

基本調査1-8「立ち上がり」→「3.できない」

基本調査2-1「移乗」→「3.一部介助」又は「4.全介助」

レンタルサービスご利用にあたって
１．レンタルのご契約期間は１ヶ月単位となります。
２．レンタルは１ヶ月単位ですが、開始月と終了月に関しては以下の通りとなります。

このカタログで表記しておりますご利用者負担額とは、介護保険
にて自己負担割合1割と2割及び3割の場合の自己負担額です。
例えば、1ヶ月10,000円のレンタル料金の福祉用具をご利用の場
合、レンタル料金の1割である1,000円（2割の場合2,000円、3割の場合3,000円）がご利用者負担額となります。
なお、保険者より自己負担額が1割でないと通知されている場合はその割合が適用されます。

３．介護保険が適用される場合は、ご利用者負担額をお支払いいただきます。

１．レンタル料金は、基本的にご指定
の金融機関から自動引落しにてお
支払いいただいております。

２．ご指定の金融機関からの自動引
落しは、ご利用になった月の翌月
26日（金融機関休日の場合は翌営
業日）に1ヶ月分の利用負担額を
ご指定の口座より引落しとします。

３．口座 振 替 の 手 続き完了までに
は1～2 ヶ月かかる場合があり、
その場合には、初回引落しが翌々
月以降になることがありますので、
ご了承ください。

レンタル料金の
ご請求等について

基本的に納品・引取料金はレン
タル料金に含まれております。
下記に該当する場合には、別途、
実費をお支払いいただく場合が
ございますのでご相談ください。
①納品・引取時に特別な作業が

必要な場合
②介護保険のサービス提供地域

以外への納品・引取を行う場合
③契約期間中に、お客様の都合

によりレンタル商品の移動を
行う場合

④介護保険を利用されない場合

１． 

２．

非課税のレンタル商品の場合、レンタル料金に消費税はかかりませんが、課税対象のレンタル商品の場合、レンタル
料金に消費税が含まれております。
下記に該当する場合は、レンタル料金の全額をご利用者でご負担していただく必要がございますので、必ず事前に
ご連絡ください。
●医療機関に入院中の期間　　●介護保険施設に入所中の期間　
●その他給付限度額を超えた場合や、自立と判定された場合など
介護保険が適用されない場合、もしくは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、その分のレンタル料金がご利
用者負担となりますのでご了承ください。

4． 

5．

6．

レンタル使用期間別による料金
設 定は行わないものとします。
レンタル商品は、購入への切り
替えはいたしません。
契約期間中に、ご契約者（ご利
用者）以外の者にレンタル商品
を転貸したり、他人に譲渡した
りすることはできません。
万が一、ご使用中に不具合が
生じた場合は、無償で修理・交換
いたします。
但し、故意または間違った使用
による故障・破損の場合は、 別途
料金をいただきます。

１． 

２．

3．

4.

納品・引取料金に
ついて その他

151 末日

①ご利用開始月のレンタル料金
［開始日がその月の１５日以前の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の全額

［開始日がその月の１６日以後の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の半額

②ご利用終了月のレンタル料金
［終了日がその月の１５日以前の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の半額

［終了日がその月の１６日以後の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の全額

③ご利用開始月と終了月が同じ月内に
　発生した場合のレンタル料金

151 末日

全額お支払い 開始
半額お支払い 開始

151 末日

半額お支払い
全額お支払い

全額お支払い開始・・・・・・・１ヶ月分の全額
※最低契約期間は１ヶ月です。

終了
全額お支払い開始 終了

終了
終了

ご利用者
負担額

1割

2割

3割

レンタル料金
非10,000円／月

1,000
2,000

円／月
円／月

3,000円／月

福祉用具貸与サービス レンタルの仕組み介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について
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軽度者等に対する福祉用具貸与の判断について

要支援1・2、要介護1種　目 要介護2～3 要介護4～5

○

×例外あり※

×例外あり※

○

○

×例外あり※

○

○

○

特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品
床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器

手すり・歩行器・歩行補助つえ・スロープ・自動排泄処理
装置（尿のみを自動的に吸引する機能のもの）

自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。
　また、下記のⅠ～Ⅲの状態に該当する者も、ア～ウの確認を得ることで例外として認められるようになりました。

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸し出されます。

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に
よって、  頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者

（例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で
定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者

（例：がん末期の急速な状態悪化）
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の
回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する
と判断できる者

（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥
性肺炎の回避）

Ⅰ

 
Ⅱ

 
Ⅲ

ア　医師の医学的な所見に基づき判断され

イ　サービス担当者会議等を通じた適切
なマネジメントにより福祉用具貸与が
特に必要である旨が判断されている
ことを

ウ　市町村が書面等確実な方法により確
認すること

福祉用具が必要な状態像 該当者の確認方法

（★）については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報及び、福祉用具専門相談員などが参加する、サービス担当者会議
等を通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。

●例外として使用が認められる判断基準
使用ができる状態像福祉用具の種類

（１）車いす及び車いす付属品

基本調査の結果

●日常的に歩行が困難な者

●日常生活範囲における移動の支援が特
に必要と認められる者（★）

基本調査1-7「歩行」→「3.できない」

★基本調査結果なし

（２）特殊寝台及び特殊寝台付属品 ●日常的に起きあがりが困難な者
●日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-4「起き上がり」→「3.できない」
基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」

（６）自動排泄処理装置　 ●排便が全介助を必要とする者
●移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-6「排便」→「4.全介助」
基本調査2-1「移乗」→「4.全介助」

（５）移動用リフト 
　　（つり具の部分を除く）

基本調査3-1「意思の伝達」→「1.調査対象者が意
見を他者に伝達できる」以外又は3-2～3-7のいず
れか「2.できない」又は3-8～4-15のいずれか「1.
ない」以外その他、主治医意見書において、認知症
の症状がある旨が記載されている場合も含む

（３）床ずれ防止用具及び体位変換器

（４）認知症老人徘徊感知機器

●日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」

基本調査2-2「移動」→「4.全介助」以外

（厚生労働省資料より抜粋）

★基本調査結果なし

●意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解
のいずれかに支障がある者

●移動において全介助を必要としない者

次のいずれかに該当する者

次のいずれにも該当する者

次のいずれかに該当する者

次のいずれかに該当する者

次のいずれにも該当する者

●日常的に立ち上がりが困難な者

●移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

●生活環境において段差の解消が必要と
　認められる者（★）

基本調査1-8「立ち上がり」→「3.できない」

基本調査2-1「移乗」→「3.一部介助」又は「4.全介助」

レンタルサービスご利用にあたって
１．レンタルのご契約期間は１ヶ月単位となります。
２．レンタルは１ヶ月単位ですが、開始月と終了月に関しては以下の通りとなります。

このカタログで表記しておりますご利用者負担額とは、介護保険
にて自己負担割合1割と2割及び3割の場合の自己負担額です。
例えば、1ヶ月10,000円のレンタル料金の福祉用具をご利用の場
合、レンタル料金の1割である1,000円（2割の場合2,000円、3割の場合3,000円）がご利用者負担額となります。
なお、保険者より自己負担額が1割でないと通知されている場合はその割合が適用されます。

３．介護保険が適用される場合は、ご利用者負担額をお支払いいただきます。

１．レンタル料金は、基本的にご指定
の金融機関から自動引落しにてお
支払いいただいております。

２．ご指定の金融機関からの自動引
落しは、ご利用になった月の翌月
26日（金融機関休日の場合は翌営
業日）に1ヶ月分の利用負担額を
ご指定の口座より引落しとします。

３．口座 振 替 の 手 続き完了までに
は1～2 ヶ月かかる場合があり、
その場合には、初回引落しが翌々
月以降になることがありますので、
ご了承ください。

レンタル料金の
ご請求等について

基本的に納品・引取料金はレン
タル料金に含まれております。
下記に該当する場合には、別途、
実費をお支払いいただく場合が
ございますのでご相談ください。
①納品・引取時に特別な作業が

必要な場合
②介護保険のサービス提供地域

以外への納品・引取を行う場合
③契約期間中に、お客様の都合

によりレンタル商品の移動を
行う場合

④介護保険を利用されない場合

１． 

２．

非課税のレンタル商品の場合、レンタル料金に消費税はかかりませんが、課税対象のレンタル商品の場合、レンタル
料金に消費税が含まれております。
下記に該当する場合は、レンタル料金の全額をご利用者でご負担していただく必要がございますので、必ず事前に
ご連絡ください。
●医療機関に入院中の期間　　●介護保険施設に入所中の期間　
●その他給付限度額を超えた場合や、自立と判定された場合など
介護保険が適用されない場合、もしくは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、その分のレンタル料金がご利
用者負担となりますのでご了承ください。

4． 

5．

6．

レンタル使用期間別による料金
設 定は行わないものとします。
レンタル商品は、購入への切り
替えはいたしません。
契約期間中に、ご契約者（ご利
用者）以外の者にレンタル商品
を転貸したり、他人に譲渡した
りすることはできません。
万が一、ご使用中に不具合が
生じた場合は、無償で修理・交換
いたします。
但し、故意または間違った使用
による故障・破損の場合は、 別途
料金をいただきます。

１． 

２．

3．

4.

納品・引取料金に
ついて その他

151 末日

①ご利用開始月のレンタル料金
［開始日がその月の１５日以前の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の全額

［開始日がその月の１６日以後の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の半額

②ご利用終了月のレンタル料金
［終了日がその月の１５日以前の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の半額

［終了日がその月の１６日以後の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の全額

③ご利用開始月と終了月が同じ月内に
　発生した場合のレンタル料金

151 末日

全額お支払い 開始
半額お支払い 開始

151 末日

半額お支払い
全額お支払い

全額お支払い開始・・・・・・・１ヶ月分の全額
※最低契約期間は１ヶ月です。

終了
全額お支払い開始 終了

終了
終了

ご利用者
負担額

1割

2割

3割

レンタル料金
非10,000円／月

1,000
2,000

円／月
円／月

3,000円／月

福祉用具貸与サービス レンタルの仕組み介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

2
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7

レンタルサービスの流れ

1 ご相談・お問い合わせ 5 アフターサービス
①納品したのち、福祉用具の使用状況の確認を行います。
②その後、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換を行います。
（料金は無料です。）
③ご使用中に不具合が生じた場合は、重要事項説明書に記載の事業所へ
　ご連絡ください。迅速に対応いたします。
④身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更を希望される場合には、
　重要事項説明書に記載の事業所へご連絡ください。
⑤福祉用具の変更があった場合には、「福祉用具サービス計画」を作成
　し直します。

①アフターサービスを行った内容は、ケアマネジャーに
アフターサービス報告書にてご報告いたします。
②毎月実績報告書を送付いたします。

6 ご解約・引き取り
①レンタルサービスの終了を重要事項説明書に記載の事業所へご連絡ください。
②商品の引き取りの日時は、お客様のご希望に添ってご相談させていただいた後、速やかにお引き
取りに伺います。

③ご連絡いただいた日以降のご希望日がレンタル終了日となります。

7 洗浄・消毒・修理
①引き上げた（株）トーカイ所有の福祉用具は、
　「福祉用具の消毒工程管理認定基準」で認定を受けたマニュアルに
　従い、速やかに洗浄・消毒を行います。
②洗浄・消毒した福祉用具の点検や修理を行います。

ご解約となった内容は、ケアマネジャーに返品完了報
告書にてご報告いたします。

8 管理・保管
洗浄・消毒・点検を終えた福祉用具は、水やほこりが入らない
ようビニールに梱包しバーコードで管理され、清潔室で大切に
保管いたします。

バーコードによる商品管理

①福祉用具専門相談員が福祉用具のご相談・お問い合わせに対応いたします。
②介護保険や市区町村の独自の給付など各種情報についてもご提供いたします。

［介護保険でご利用の場合］
要支援・要介護と認定された方は、介護保険にて
レンタルサービスをご利用することができます。

その場合、地域包括支援センター・居宅介護
支援事業者（ケアマネジャー）に介護サービス
計画（ケアプラン）の作成をご依頼ください。
※介護保険の給付対象にならない場合もございます。

［介護保険をご利用に
ならない場合］
本誌に掲載しておりますレン
タル対象商品の中から、ご希
望の商品を選び、お電話など
にて商品のご確認をしてい
ただきます。

2 福祉用具の選定
①ご利用者の身体状況・介護者状況・生活環
境・ご使用中の福祉用具を踏まえて、福祉
用具専門相談員が機能や価格の異なる複
数の福祉用具をご提案し、「福祉用具サー
ビス計画」（P10）を作成し、交付いたします。

　レンタルサービス内容や料金のお支払い方
法など重要事項説明書を用いてご説明い
たします。その際、重要事項説明書及び個
人情報使用に関する同意書にご署名をい
ただきます。

②アドバイスやその他の説
明にご納得いただけま
したら、商品を決定し、
納品場所や納品日時

　などをご相談の上、
　お申込みください。

ご注文を頂いた内容は、ケアマネジャーに
ご報告いたします。

3

ご契約した内容は、ケアマネジャーに納品完了報告書にてご報告いたします。
また、ケアマネジャーに福祉用具サービス計画を交付いたします。

納品・商品説明
①商品の納品の日時は、お客様のご希望に添ってご相談させていただきます。
②福祉用具専門相談員が商品を納品し、組み立て、ご希望の場所へ
　据付けをさせていただきます。
③ご利用者の身体状況に合わせて調整し、適合状況をご確認させて
　いただきます。
④実際に納品した福祉用具を用いて、ご使用方法や使用上の留意点を
　ご説明いたします。
⑤取扱説明書をお渡しいたします。

4 ご契約
①納品した福祉用具をご確認いただいたのち、ご契約内容をご説明いたします。
②ご了承いただけましたら、福祉用具レンタル契約書にご署名をいただきます。
③また、今後のレンタル料金を自動口座引落しにてお支払いいただくための預金口座振替依頼書にも
　ご署名・ご捺印をいただきます。

下記の流れはイメージフローです。実際とは一部異なる場合がございます。

レンタルの仕組みレンタルの仕組み介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について
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8

レンタルサービスの流れ

1 ご相談・お問い合わせ 5 アフターサービス
①納品したのち、福祉用具の使用状況の確認を行います。
②その後、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換を行います。
（料金は無料です。）
③ご使用中に不具合が生じた場合は、重要事項説明書に記載の事業所へ
　ご連絡ください。迅速に対応いたします。
④身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更を希望される場合には、
　重要事項説明書に記載の事業所へご連絡ください。
⑤福祉用具の変更があった場合には、「福祉用具サービス計画」を作成
　し直します。

①アフターサービスを行った内容は、ケアマネジャーに
アフターサービス報告書にてご報告いたします。
②毎月実績報告書を送付いたします。

6 ご解約・引き取り
①レンタルサービスの終了を重要事項説明書に記載の事業所へご連絡ください。
②商品の引き取りの日時は、お客様のご希望に添ってご相談させていただいた後、速やかにお引き
取りに伺います。

③ご連絡いただいた日以降のご希望日がレンタル終了日となります。

7 洗浄・消毒・修理
①引き上げた（株）トーカイ所有の福祉用具は、
　「福祉用具の消毒工程管理認定基準」で認定を受けたマニュアルに
　従い、速やかに洗浄・消毒を行います。
②洗浄・消毒した福祉用具の点検や修理を行います。

ご解約となった内容は、ケアマネジャーに返品完了報
告書にてご報告いたします。

8 管理・保管
洗浄・消毒・点検を終えた福祉用具は、水やほこりが入らない
ようビニールに梱包しバーコードで管理され、清潔室で大切に
保管いたします。

バーコードによる商品管理

①福祉用具専門相談員が福祉用具のご相談・お問い合わせに対応いたします。
②介護保険や市区町村の独自の給付など各種情報についてもご提供いたします。

［介護保険でご利用の場合］
要支援・要介護と認定された方は、介護保険にて
レンタルサービスをご利用することができます。

その場合、地域包括支援センター・居宅介護
支援事業者（ケアマネジャー）に介護サービス
計画（ケアプラン）の作成をご依頼ください。
※介護保険の給付対象にならない場合もございます。

［介護保険をご利用に
ならない場合］
本誌に掲載しておりますレン
タル対象商品の中から、ご希
望の商品を選び、お電話など
にて商品のご確認をしてい
ただきます。

2 福祉用具の選定
①ご利用者の身体状況・介護者状況・生活環
境・ご使用中の福祉用具を踏まえて、福祉
用具専門相談員が機能や価格の異なる複
数の福祉用具をご提案し、「福祉用具サー
ビス計画」（P10）を作成し、交付いたします。

　レンタルサービス内容や料金のお支払い方
法など重要事項説明書を用いてご説明い
たします。その際、重要事項説明書及び個
人情報使用に関する同意書にご署名をい
ただきます。

②アドバイスやその他の説
明にご納得いただけま
したら、商品を決定し、
納品場所や納品日時

　などをご相談の上、
　お申込みください。

ご注文を頂いた内容は、ケアマネジャーに
ご報告いたします。

3

ご契約した内容は、ケアマネジャーに納品完了報告書にてご報告いたします。
また、ケアマネジャーに福祉用具サービス計画を交付いたします。

納品・商品説明
①商品の納品の日時は、お客様のご希望に添ってご相談させていただきます。
②福祉用具専門相談員が商品を納品し、組み立て、ご希望の場所へ
　据付けをさせていただきます。
③ご利用者の身体状況に合わせて調整し、適合状況をご確認させて
　いただきます。
④実際に納品した福祉用具を用いて、ご使用方法や使用上の留意点を
　ご説明いたします。
⑤取扱説明書をお渡しいたします。

4 ご契約
①納品した福祉用具をご確認いただいたのち、ご契約内容をご説明いたします。
②ご了承いただけましたら、福祉用具レンタル契約書にご署名をいただきます。
③また、今後のレンタル料金を自動口座引落しにてお支払いいただくための預金口座振替依頼書にも
　ご署名・ご捺印をいただきます。

下記の流れはイメージフローです。実際とは一部異なる場合がございます。

レンタルの仕組みレンタルの仕組み介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について
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特殊寝台・
特殊寝台
付属品
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付属品
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移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について
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安心して福祉用具をご利用いただくために…
一般社団法人シルバーサービス振興会が制定した「福祉用具の消毒工程管理認定基準」に適合した事業所と
して、8ヶ所が認定されています。

品質管理を重視
トーカイはレンタル商品の徹底した品質管理を行っています。高齢や障がいにより、病原菌に対する抵抗力が
弱い方にも安心してご利用いただけます。

菌検査の実施で品質をチェック
定期的に菌検査を実施し、消毒がきちんとできているかをチェックしています。（シルバーサービス振興会消
毒工程管理認定制度により2年に1回）また、毎日の清掃により、清拭場をクリーンな状態に保っています。

人と環境に優しい洗浄清拭・消毒
洗浄・清拭剤には、食器用洗剤にも使用されている両性界面活性剤に第四アンモニウム塩を配合した毒性の
少ない薬剤を使用しています。消毒液には皮膚消毒にも使用されている消毒用エタノールを使用しています。
また、消毒装置の導入によりMRSA等の細菌への対策も万全です。人にも環境面にも配慮しています。

消毒設備も完備
弊社が導入しているオゾン発生装置は、強力な消毒効果に加え消臭も行います。消毒に使用したオゾンガスは
大気中にも自然に存在し、環境にも優しく安全な物質です。また、徹底したデータ管理により安心安全な商品
の提供を図っております。

メンテナンス洗浄清拭作業消毒 梱包 配送積み込み

消毒工程管理認定制度とは？

認定事業所（令和6年4月現在）

一般社団法人シルバーサービス振興会が、消毒工程管理に一定の基準
を設け、これに適合した事業所を認定する制度。認定事業所で消毒さ
れた福祉用具（梱包材）には、右記認定マークの入ったシールが貼付さ
れます。

実施主体：一般社団法人シルバーサービス振興会

埼玉メンテナンスセンター
羽島メンテナンスセンター

千葉メンテナンスセンター
関西メンテナンスセンター

横浜南メンテナンスセンター
四国メンテナンスセンター

富山営業所
長野支店

外観（埼玉メンテナンスセンター）

外観（羽島メンテナンスセンター）

外観（千葉メンテナンスセンター）

外観（関西メンテナンスセンター）

外観（横浜南メンテナンスセンター）

外観（四国メンテナンスセンター）

メンテナンスセンター

福祉用具の消毒工程管理認定制度介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について
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○福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与
の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画を作成し
なければならない。
○福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成
しなければならない。
○福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成にあたり、その内容につい
て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
○福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具
サービス計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければ
ならない。
○福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成後、当該計画の実施状況
の把握を行い、必要に応じて福祉用具サービス計画の変更を行う。

介護保険制度における運営基準の改正（平成30年4月改正）
○貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること
○機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること
○利用者に交付する福祉用具サービス計画書を介護支援専門員（ケアマネジャー）にも交付すること

【福祉用具サービス計画】 

①生活全般の解決すべき課題と福祉用具の利用目標
　居宅サービス計画書の目標に沿って福祉用具としての利用目標を記載します。
②福祉用具の選定理由
　利用目標を達成するために具体的な機種を選定し、その選定理由をご利用者、ご家族にわかりやすく且つ簡潔明瞭に
記載します。

③留意点
　ご利用者、ご家族に対して使用時に気を付けていただきたいことや、その他お伝えしておきたいことを記載します。
④ご本人・ご家族への説明・同意署名欄
　上記、①～③をご利用者、ご家族に説明し、内容を確認していただき、併せて、貸与の候補となる「福祉用具の全国平均
貸与価格の説明」と「機能や価格の異なる複数の福祉用具の提示」を行った上で、ご署名をいただきます。

福祉用具サービス計画 

①

②

③
④

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について
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介護保険 
について

介護保険 
レンタル 
対象品

特殊寝台・
特殊寝台 
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険 
購入 
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

108

●毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間をひとつの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
●利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
●同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
●但し、同一種目でも、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高

くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目の福祉用具でも、あらためて購入が可能です。

購入の利用限度額は、10万円（税込）です。

ケアマネジャー
地域包括支援センター
居宅介護支援事業者

1

5
6

2

3
4

ケアマネジャーに相談します。
※市区町村によっては申請方法等が異なります。

1 購入金額を全額支払います。4

商品をお届けいたします。
（この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、
使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。）

3

支給申請を行います。
（この際、支給申請書の作成と領収書及び購入した
福祉用具が掲載されているカタログの添付が必要です。）

5ケアマネジャーは、介護（予防）計画書を
作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。

2

利用金額の9割分（8割分・7割分）が申請書の提出から
2～3 ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

6

流　れ

市
区
町
村

特定福祉用具購入/特定介護予防福祉用具購入

●年間10万円までが限度額で、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。保険者により自己負担が1割(2割・3割)でないと通知されている場合は、その割合が適用されます。(毎年4月1日から1年間) 
●介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。※指定を受けた事業所で購入した場合に限ります。       

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、その購入費が支給されます。(介護予防に資する場合を含む)

機 能 又は 構 造 等種　目

(1) 腰掛便座

(2)自動排泄処理装置の
 　交換可能部品

(4)入浴補助用具

(3)排泄予測支援機器

(5)簡易浴槽

(6)移動用リフトのつり具の部分

※令和4年4月改正版

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等）のうち尿や便の経路となるものであって、居宅
要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パ
ンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された
際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものである。専用ジェル等装着の都
度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
①入浴用いす、②浴槽用手すり、③浴槽内いす、④入浴台（浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りの
ためのもの）、⑤浴室内すのこ、⑥浴槽内すのこ、⑦入浴用介助ベルト

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。

体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

次のいずれかに該当するものに限る。
①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの（腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む）、②洋式便器の上
に置いて高さを補うもの、③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、
④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに
限る。）。但し、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

利
用
者

購入の仕組み

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者（市区町村）によっては介護保険の対象にならない場合がございます。
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